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 文書

2022年3月23日、財務省は付加価値税の減税に関するオフィシャルレター 2688/BTC-TCTを発行しまし

た。

 概要

 役務提供に関する契約を締結し、役務提供前または提供期間中に役務提供に係る報酬を受領し、

2022年2月1日より前の報酬受領時に付加価値税率10%でインボイスを発行しているが、役務提供が

2022年2月1日から2022年12月31日までの期間に完了した場合、2022年2月1日より前に請求された

報酬は減税の対象となりません。2022年2月1日から2022年12月31日までの期間に請求される残りの

報酬は、減税の対象となります。

 2022年1月に10％の付加価値税率の対象となる商品、役務を提供したが、インボイスが2022年2月に

遅れて発行された場合、当該取引は減税の対象となりません。

 2022年2月1日より前に10％の付加価値税率でインボイスを発行したが、2022年2月1日以降に誤りや

返品のために修正される場合、10％の付加価値税率で発行されます。

 電力などの特別な商品や役務提供については、インボイスが2022年2月1日から2022年12月31日まで

の期間に発行される場合、法令に従い、減税の対象となります。


